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集
中
運
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経
済
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士
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杉
競

講

演

間
際
資
源
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介
配
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・
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m
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濁
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い
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調
逸
岡
新
電
力
政
策
に
就
い
て

一晃
一
吉
田

ーャ→-
g巴

調
逸
闘
新
電
力
政
策
に
就
い
て

大

.1.tゴ
，， :j~'又

時月

一
、
濁
逸
電
力
事
業
の
現
獄

相
側
逸
に
於
け
る
管
業
と
し
て
の
電
力
事
業
は
略
身
一
八
八
三

年
頃
に
其
の
起
原
を
有
し
、
今
に
至
る
ま
で
約
五
十
三
年
を
閲

し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
其
の
聞
に
斯
業
の
経
過
は
大
鰐
に
順
調

た
る
褒
建
の
跡
を
示
し
、
遂
に
昨
一
九
三
五
年
に
至
つ
て
は
共

の
線
稜
電
量
が
約
二
百
億
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
達
し
て
ゐ
る
。

か
か
る
大
規
模
の
護
遣
を
遂
げ
た
重
要
産
業
部

門
の
現
般
を
共
の
主
鱒
闘
係
か
ら
見
る
に
次
表
の
一
示
す
が
如
〈

に
、
と
れ
に
は
甚
だ
多
種
多
様
た
る
資
本
が
関
係
し
て
ゐ
る
の

と
と
ろ
で
、

で
あ
る
。

第
四
十
三
巻

四
四
回

第

披

一
九
三
一
三
年
に
於
け
る
濁
逸
電
力
替
業
主
曲
目
脇
市

王室電設備1IE力 |設電組、量
至宝電所教ト一一一一一一→一一一一一一一

1000キロワット岡高キロワット時l
鐙主業事

1828.9 7'47. ~: 13 業事有岡

219.8 1:¥5.1 62 闘有鎧t遺曾祉事業

1400.9 l:iSO..1:: 28 諸 支分邦有事業

36.4 29 :1 10 事業諾Jl系有

192.9 l3~:.1 46 事業有諸君E

2070.1 ld81. 8 566 市町村有事業

2189.8 1J'4S.4 85 公共周髄有事業

4922.0 2HlS.H 208 公私混合曾祉事業
一
四
八1650.6 ~r 94'" s 609 業事有;1'1. 

蜘

一一」計f~. 

要
す
る
に
、
現
在
の
濁
逸
電
力
事
業
を
共
の
主
暢
闘
係
の
方

面
か
ら
眺
め
た
場
合
に
、
官
公
私
各
種
資
本
が
相
並
ん
で
こ
れ

狗逸図統計局統計年報、 193!;.S. 152 
(Statbtisches ]ahrlluch白rdas Deutscbe Reich， 193:5.) 
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に
関
係
し
て
ゐ
る
こ
と
、
企
業
の
規
模
は
大
小
種
K

で
共
の
数

甚
だ
多
い
と
と
、
全
韓
に
豆
り
官
公
有
資
本
が
極
め
て
重
要
な

地
位
を
占
め
て
ゐ
る
と
と
等
が
共
の
特
色
に
怠
っ
て
ゐ
る
。
か

か
る
現
放
の
濁
趨
電
力
事
業
の
稜
達
過
程
を
主
と
し
て
ホ
プ
レ

ツ
カ

1
の
記
遁
に
よ
っ
て
窺
ふ
に
、
次
の
如
き
事
情
に
な
っ
て

ゐ
る
。ー

:

白
f
d

電
力
事
業
は
共
の
草
創
時
代
に
は
と
れ
が
技
術
闘
係

史

r'記
汗
匡
陪
陪
』
一
〉
同
刊
、
ノ
ム

Z
F伊
割
問
且
い

E
T
司
〉
仁
、
〉
与
毛
、
ー
い
」

F

」

th

…
j
J
T
1
i
V
3
P
E
s
-
c
A
V
H
O
a
T
一
一
日
自
主
，
Z
L
L
J
d
r
・N

川

t
t

だ
大
友
る
危
険
を
強
想
せ
し
め
て
ゐ
た
か
ら
、

敢
て
共
の
危
険

を
官
し
て
事
業
を
開
設
せ
ん
と
す
る
私
的
資
本
の
力
に
よ
っ
て

漸
く
共
の
端
緒
を
開
く
乙
去
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

嘗
時
に
は
未
だ
各
種
行
政
周
砲
の
如
き
は
其
の
事
業
危
険
を
倶

れ
て
、
相
営
に
大
規
模
な
る
都
市
で
も
、
進
ん
で
と
れ
に
手
を

著
け
ゃ
う
と
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

た
と
へ
私
的
資
本
忙
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
事
業
で
も
、
其
の
設

備
規
模
の
如
き
は
甚
だ
小
さ
く
・
僅
に
一
回
岡
部
地
方
へ
の
供
給

に
従
事
す
る
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
た
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
今
世
紀
に
入
り
て
以
後
、
繭
思
議
電
設
備
上
に
頴
著

滴
謹
岡
新
電
力
政
策
に
就
い
て

友
る
技
術
的
改
良
が
現
は
れ
、
又
瓦
賄
事
業
と
の
聞
の
競
争
闘

係
も
自
ら
八
刀
明
せ
る
に
件
っ
て
、
斯
業
の
構
造
上
に
大
た
る
蟹

化
が
起
こ
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
一
方
に
各
種
公
有
資
本
の
斯
業

捲
官
民
従
事
す
る
も
の
が
次
第
に
多
く
た
っ
た
事
で
・
め
り
、
他

方
又
、
通
営
な
る
褒
電
設
備
の
規
模
、
設
電
所
立
地
の
合
理
的

選
揮
、
供
給
電
力
量
の
調
整
等
の
技
術
的
・
経
済
的
諸
理
由
に

制
せ
ら
れ
て
、
或
は
数
ケ
支
分
邦
に
跨
り
、
或
は
更
に
企
図
的

H
M
司
ヰ
』
-
〉
‘

L

、、JE
』

-

3
〉

-
1
A
A
L
t
t〉
島

ζ
A
m
r
L
¥
Z
一、王
U
L
r
-

・
J

‘、M

草
R
U
ド

T
E
E
-
:正
F
…

ι
Z寸
/
L
f
d
Jぷ
宮
4
q
J
加
f

舟
泊
器
工
さ

t
f

や
う
に
た
っ
た
と
と
で
あ
る
。
殊
に
戦
後
に
入
ヲ
て
右
の
ご
ワ

の
趨
勢
は
愈
々
急
激
友
る
委
展
を
遂
げ
た
。

即
ち
、
戦
後
電
力
需
要
の
著
し
き
膨
脹
の
形
勢
を
見
る
や
乙

れ
に
刺
戟
さ
れ
て
各
支
分
邦
、
各
種
自
治
圏
鰐
等
は
競
つ
で
白

又

ら
企
業
の
宅
隠
と
友
っ
て
此
の
事
業
に
闘
係
し
、
或
は
株
式
の

買
入
、
引
受
、
混
合
企
業
の
設
立
等
の
如
き
諸
k

の
形
式
を
以

て
此
の
事
業
に
資
本
を
投
じ
、

か
く
し
て
、
官
、
公
、
私
電
気

事
業
聞
に
甚
だ
密
接
庚
汎
友
る
資
本
的
結
合
闘
係
が
展
開
し
て

来
た
の
で
あ
る
。

と
れ
に
闘
聯
し
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
、

九
二
八
年
に
プ
ロ
シ
ヤ
電
気
曾
枇
、
闘
立
電
気
工
場
等
を
中
心

第
四
十
=
一
巻

第

披

四

九

四
四
五

I-Iohred¥;cr， A.， Die rleutsche oftent1iche T::leli:trizitatswirtschaft im日piegeJcles 
Energiewirtschaftsgesetzes. (in J:ahl!J旧her:lU T";:rttionalol回 nomieund Sta.ti!>tik. 
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濁
逸
岡
新
電
力
政
策
に
就
い
て

に
し
て
濁
逸
電
力
事
業
株
式
合
祉

(kprzg吉田巾=国各国『門

同
)

m

ロ
znro
肖

r
r
訂正
g
z
t
i
z田町
}
5
3

と
稀
す
る
一
つ
の
共
同

統
制
屋
蓋
曾
枇
が
そ
の
設
立
を
見
た
事
で
あ
る
。
其
の
後
に
事

情
は
径
と
稜
展
し
て
、
現
在
で
は
右
の
統
制
舎
祉
は
貫
に
、

開

-
o
E
5巧
印
『

ro
』・ーの
w

円
切
『
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E
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回
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回
口
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。
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戸
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町
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d

'
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h
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E
コ
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E
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E
Eロ
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-
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z
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2
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口
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呂

田

o
E
E
S
Z
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E
E「四

5問
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-cg己
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回
口
}
】
戸
「
[
「
凸
『
色

or門
戸
山
田
町
『
白

q
z
qロ
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F
E
E
=悶〉・・
0
・u

目。
r
E
N
E
g
o
E片
岡

Ed同
君
雪
8
5
Z『同」

fo--

等
の
如
き
猟
逸
電
力
事
業
界
の
代
表
的
諸
合
枇
を
殆
ん
ど
網
羅

し
て
自
己
の
傘
下
に
牧
め
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
屋
蓋
曾
祉
組

織
の
殻
展
は
輯
逸
電
力
供
給
網
の
重
要
部
分
に
封
ず
る
集
中
的

企
業
統
制
の
基
礎
乞
提
供
し
た
も
の
で
、
共
の
目
的
は
濁
逸
電

力
企
業
の
上
に
於
け
る
聯
合
的
協
力
を
促
進
し
て
、
と
れ
に
よ

っ
て
電
力
供
給
量
の
調
節
、
会
電
制
度
及
び
配
電
制
度
の
均
衡

化
、
電
源
の
合
理
的
利
用
等
を
粛
し
、
全
般
と
し
て
事
業
の
経

縄
問
性
を
促
進
せ
ん
と
す
る
に
存
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
か
か
る

ー勺
】
円

第
四
十
=
一
巻

四
四
六

第

挽

一
五

O

豆
大
コ
ン
ツ
エ
ル
Y

組
織
が
猪
逸
電
力
事
業
界
に
成
立
し
て
、

各
筒
電
力
企
業
間
の
綜
合
的
協
力
闘
係
を
可
能
た
ら
し
め
て
ゐ

る
事
貨
を
今
日
で
は
普
通
に
電
力
事
業
界
の
聯
合
経
済
化

〈
ぬ
『
『
ロ
ロ
品
豆
一
一
円

Z
ロ
-wmwF-

の
現
象
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
此
の
聯
合
経

済
の
紅
織
が
濁
逸
電
力
事
業
界
の
合
理
化
を
促
進
せ
る
功
績
は

願
者
で
あ
る
が
、
此
の
揚
入
品
目
の
合
理
化
と
い
ふ
の
は
直
接
に
は

じいて
J
c
t川

J
I
-
-
t
;
9
1
1
'
E
1之
L
1
9
t
z
I町
主
、

P
Eヨ
布

、
た
だ
J
t
7
H

州
市
止
巾
誕
前
に
五
z
h
4
L
y
q
f
章
一
官
4

ノ
雲
ヰ
，
E
倍
。
」
止
担

の
改
善
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
園
民

経
済
的
金
関
繁
柴
の
立
揚
か
ら
見
て
電
力
事
業
界
に
課
せ
ら
れ

て
ゐ
る
諸
問
題
が
右
の
電
力
企
業
本
位
的
組
織
た
る
聯
合
経
済

の
耕
民
展
に
よ
っ
て
同
時
に
解
決
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
需
で
は
及

ぃ
。
叉
電
力
資
本
自
憶
の
立
揚
だ
け
か
ら
見
て
も
、
先
に
謹
ぺ

た
る
『
濁
遜
電
力
事
業
株
式
曾
祉
』
の
資
本
的
統
制
は
た
ほ
金
億

的
に
完
成
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
て
、
共
の
結
合
組
織
網
の
外

に
孤
立
し
て
狽
存
的
地
位
を
固
守
す
る
比
較
的
小
規
模
の
列
外

舎
祉
(
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
)
の
数
も
今
友
ほ
相
営
に
多
く
、
共
の

上
に
、
殊
に
暖
房
熱
の
供
給
を
中
心
に
し
た
る
電
力
、

瓦
斯
事

業
聞
の
競
争
は
近
年
更
に
漸
く
激
し
く
な
ヲ
て
会
り
、
且
つ
自



家
用
委
電
と
山
営
業
電
力
事
業
と
の
聞
に
も
調
節
を
要
す
る
難
問

題
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。

皐
覚
、
最
近
の
電
力
事
業
界
は
聯
合
経
済
組
織
の
高
度
な
る

震
展
に
も
不
拘
、
な
ほ
多
方
面
に
少
か
ら
ざ
る
快
鞘
弊
害
が
こ

れ
に
包
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
欣
態
で

b
っ
た
。
今
、
図
民
経
済
的
立

揚
か
ら
見
て
獅
逸
電
力
事
業
田
仲
の
現
況
に
於
け
る
未
解
決
の
重

要
問
置
と
し
て
は
、
間
早
に
私
管
事
業
に
隈
ら
hr
寧
ろ
官
会
管
事

定
こ
ん
司
、
月

C

ニ
ト
:
苦
損
害
工
5
士
花
伝
立
内
蒜
や

r
g町
付

L
一

↑

;
J
I
-
-
{
川
一
}
占
1
2
7
d
n勺
，

f
2
4
V
-
J
-
t
u
J
t

ら
れ
て
ゐ
る
鋳
の
必
然
的
結
果
と
し
て
の
一
般
的
に
割
高
た
る

電
力
料
金
、
各
箇
電
力
企
業
間
並
び
に
替
業
電
力
事
業
と
自
家

用
議
電
と
の
聞
の
無
統
制
的
投
資
に
基
け
る
英
大
抵
る
資
本
の

濫
費
、
小
工
業
及
び
農
村
へ
の
低
康
、
豊
富
な
る
電
力
供
給
に

叫
劃
す
る
支
障
、
電
源
利
用
上
の
依
結
、
戟
時
に
於
け
る
一
般
的

電
力
供
給
の
保
安
に
謝
す
る
防
備
制
度
の
不
完
全
等
を
数
へ
る

乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

と
れ
ら
の
諸
弊
害
は
共

の
救
済
の
震
に
J

成
れ
も
圏
樺
の
作
用
を
必
要
と
す
る
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
政
権
の
成
立
以
来
、
無
論
電
力
事

濁
逸
闘
新
電
力
政
策
に
就
い
て

業
界
の
上
記
諸
問
題
に
閲
し
で
も
考
慮
が
重
ね
ら
れ
て
ゐ
た
の

で
あ
ら
う
が
、
未
だ
外
部
に
謝
し
て
は
何
等
こ
れ
に
闘
す
る
具

閥
的
の
虚
置
が
現
は
れ
友
か
っ
た
。

元
来
、
電
力
事
業
に
封
す
る
図
様
的
作
用
の
問
題
は
濁
渇
に

於
い
て
決
し
て
新
規
の
事
柄
で
は
た
い
。
邸
ち
、
草
命
後
聞
も

無
〈
枇
A

官
民
主
業
政
府
は
枇
品
問
中
十
一
義
的
政
綱
と
し
て
の
産
業
枇

命
日
化
の
嬰
求
に
促
さ
れ
て
、

一
九
一
九
年
四
月
に
電
気
事
業
唯

h
m
4
P
J
L民
、
吋

J~;

コ3
3
3
f
a
L
i唱
、

4
h
d
η
〉

L
L
V
h〉
1
i
J
L〉

MUTf;.

d
じ
れ
!
な
L

，L

炉、
h
F
u
r
l
、r
u
r
k
E
E
C
J
K
F
C
』
c
e
b
-
、E2
-
Q
M
t
E
C
』示

FFrト

h
r
r
p
t
-

Ng円曲
者

E
R
E
E
F
)
を
殻
布
し
た
。
此
の
法
律
は
民
営
事
業
牧
容

の
基
礎
に
立
っ
て
電
力
事
業
を
園
営
化
ず
る
原
則
を
確
立
し
た

も
の
で
、
-
資
本
主
義
的
電
力
事
業
に
伴
へ
る
諸
弊
害
の
抜
本
的

解
決
方
法
と
考
へ
ら
れ
た
。
然
る
に
、
右
の
電
力
事
業
園
常
化

の
原
則
は
営
時
及
び
共
の
後
の
経
済
的
、
財
政
的
、
政
治
的
事

情
に
妨
げ
ら
れ
て
、
少
し
も
寅
現
の
絡
に
著
く
こ
と
が
出
来
友

か
っ
た
。
か
く
て
、
共
の
後
の
湖
逸
電
力
事
業
界
に
は
、
既
忙

遁
ぺ
た
る
が
如
く
に
、
公
私
各
種
の
資
本
曾
枇
が
相
並
ん
で
長

足
の
殻
展
を
遂
げ
、
且
っ
こ
れ
を
基
礎
に
し
た
る
資
本
的
統
制

組
織
た
る
聯
合
経
済
制
度
の
成
立
を
見
た
諜
で
あ
る
。

第
四
十
三
巻

四
四
七

第

披

一
五
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濁
設
問
新
電
力
政
策
に
就
い
て

事
情
か
く
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
昨
一
九
三
五

年
十
二
月
十
六
日
に
至
り
、
政
府
は
繍
品
迫
電
力
事
業
に
闘
す
る

一
劃
期
的
新
政
策
を
設
表
し
た
。

そ
れ
は
、
同
日
に
『
動
力
事
業

法
ι= 

(ロ
E
C
2
2
N
N
E
-
問
。
円

L
E
E
d
R
L空
]
山
口
内
「
山
昂
毛
一
ヱ
阻
門
}
M
m
w
p
)

と
稀
ず
る
一
一
法
律
が
禁
布
、
資
施
せ
ら
れ
た
こ
と

E
指
す
の
で

あ
る
。

一
一
、
動
力
事
業
法
の
嬰
貼

今
岡
の
動
力
事
業
法
設
定
に
就
い
て
指
導
的
役
割
を
搭
営
せ

る
経
済
大
臣
シ
ヤ
ハ
ト
は
既
に
今
よ
り
二
十
八
年
前
帥
ち
一
九

。
八
年
に
、
営
時
財
政
改
革
問
題
に
闘
聯
し
て
電
力
事
業
の
図

家
濁
占
設
が
誘
殺
さ
れ
た
機
舎
に
於
い
て
、
突
の
如
き
趣
旨
の

論
文
を
護
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
闘
家
と
私
企

業
と
が
共
同
生
産
に
従
事
し
て
、
企
業
家
は
経
済
的
原
則
を
闘

家
は
枇
合
的
原
則
を
椀
穫
す
る
と
い
ふ
と
と
に
つ
い
て
聯
絡
を

と
る
こ
ム
」
は
国
家
監
替
の
問
題
に
助
成
的
影
響
を
輿
へ
る
と
と

に
た
ら
う
。

さ
り
と
て
一
方
に
於
い
て
電
力
事
業
界
に
企
業
集

中
の
傾
向
が
あ
る
乙
と
は
、
そ
れ
自
鰻
と
し
て
何
等
憂
慮
す
ぺ

第
四
十
三
巻

第

~ 

四
四
八

五

き
も
の
で
は
友
く
、
従
っ
て
こ
れ
に
針
し
て
特
に
園
家
猪
占
を

採
る
ぺ
き
理
由
は
存
在
し
友
い
。
国
家
が
統
制
力
を
有
す
る
か

ぎ
り
、
私
的
利
径
と
金
臆
利
益
と
の
聞
に
は
決
し
て
衝
突
の
起

と
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
電
力
事
業
が
集
中
し
て
大
規
模

能
力
を
後
揮
し
.
こ
れ
に
よ
っ
て
軍
に
大
工
業
の
み
で
は
な
く
、

農
業
及
び
小
工
業
経
替
に
も
低
廉
債
格
の
電
力
が
供
給
せ
ら
れ

伺
る
や
つ
に
た
あ
め
に
は
.
若
干
の
一
税
肢
に
制
球
の
資
本
山
本
加

が
行
は
れ
、

こ
れ
左
基
礎
に
し
て
、
電
力
事
業
の
管
業
政
策
上

に
共
同
踊
祉
の
見
地
か
ら
の
園
家
的
影
響
が
加
へ
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
。
ー
ー
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

右
の
論
'W
〈
に
現
は
れ
た
シ
ヤ
ハ
ト
の
見
解
に
於
い
て
は
、
電

力
事
業
の
企
業
的
経
営
の
維
持
と
こ
れ
に
謝
し
て
遁
首
に
共
同

幅
祉
の
立
揚
か
ら
の
園
家
的
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
の
必
要
と
が

そ
れ
の
骨
子
に
友
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
恰
も
此
の
本
質
的
見

解
が
新
制
動
力
事
業
訟
の
基
礎
的
概
念
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
現
に
シ
ヤ
ハ
ト
は
動
力
事
業
法
褒
布
の
少
し
〈
前
、
昨

年
九
月
廿
七
日
に
ザ

1
ル
プ
ル
ユ
ツ
ケ
ン
に
於
け
る
濁
海
電
力

業
者
大
舎
に
臨
席
し
、
経
術
省
を
代
表
し
て
新
動
力
事
業
法
を

Preus!;ische Jahlbucher， 19O8， Bd. 41 4) 



議
告
す
る
演
説
を
試
み
た
際
に
そ
の
中
で
次
の
如
き
趣
旨
を
明

か
に
し
て
ゐ
る
。
印
ち
、

ナ
チ
ス
主
義
的
岡
家
に
於
い
て
根
本

的
闘
心
事
を
成
せ
る
は
動
力
の
供
給
が
私
人
の
手
に
よ
っ
て
行

は
れ
る
か
、
或
は
公
共
の
乎
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
か
と
い
ふ
と

と
で
は
た
い
。
重
詰
を
左
す
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
が
岡
民

及
び
凶
家
の
全
日
嘘
的
踊
祉
に
到
し
て
従
属
の
地
位
に
沿
か
れ
る

-a 

と
い
ふ
の
で
る
る
。

と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
、

ん
ニ
〉

:
?
U
]
{
ミ一

AAFfu--3??町、〉

C
F
:
!
J
E
t
-
t

AU/
吋
来
甜
一
ブ
甘
叶
川
町
」
剖
拍
車
イ
ノ
弓
ヨ
庄
一
肝
量
v
N
1
1
7ヨ
い
い
日
間
安

化
の
原
町
四
を
確
立
し
た
る
往
年
の
-
電
気
枇
曾
化
法
と
は
根
本
に

於
い
て
共
の
性
質
を
異
に
せ
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
知
る
で
る

ら
う
。

そ
れ
は
電
力
企
業
の
存
立
を
維
持
し
な
が
ら
、

乙
れ
に

到
し
て
強
力
友
る
統
一
的
同
家
統
制
を
作
用
せ
し
め
る
と
と
を

以
て
共
の
本
質
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

今
、
新
制
動
力
事
業
法
の
内
容
を
見
る
に
、
そ
れ
は
前
文
の

外
に
二
十
ケ
俸
を
含
ん
で
ゐ
る
抗
、
共
の
緯
系
中
の
重
貼
は
次

の
如
き
諸
規
定
の
上
に
存
し
て
ゐ
る
。

イ
新
動
力
事
業
法
は
瓦
斯
及
び
電
気
企
業
を
其
の
企
業
主
慢
の
公
私

執
れ
に
閥
係
な
〈
一
様
に
経
済
大
臣
ゆ
統
一
的
蛇
管
下
に
立
た
し
め
る

も
の
で
あ
る
。
但
し
、
市
、
町
、
村
及
び
市
、
町
、
村
組
合
の
電
気
、

狗
逸
刷
新
電
力
政
策
に
就
い
て

瓦
雨
明
供
給
事
業
の
利
害
に
閥
ず
る
限
目
、
内
務
大
臣
と
の
協
力
を
以
て

其
の
鮭
督
が
行
は
れ
る
こ
と
を
要
ナ
。
(
第
一
保
)

ロ
経
済
大
臣
は
此
り
法
律
の
目
的
の
要
求
に
従
っ
て
、
動
力
企
業
。

技
術
的
、
経
済
的
関
係
に
闘
す
る
事
情
調
査
を
行
ひ
・
又
こ
れ
ら
申
企

業
に
於
け
る
一
定
。
技
術
的
、
経
済
的
事
件
及
び
事
貨
に
闘
し
て
報
告

義
務
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
(
第
三
保
)

ぺ
勤
力
企
業
は
猫
設
の
建
認
、
改
造
、
嬢
張
、
北
引
く
は
廃
止
に
先
立

っ
て
、
こ
れ
を
経
済
大
臣
に
届
け
出
づ
る
義
務
を
負
ひ
、
経
済
大
臣
は

此
の
周
出
で
ら
れ
た
計
割
に
到
し
て
異
議
を
申
渡
し
、
必
要
に
膝
ピ
て

付
と
れ
を
禁
止
底
分
い
い
附
ナ
品
と
」
が
出
持
品
コ
(
山
神
間
保
〉

-
一
自
家
用
内
電
気
及
び
瓦
期
生
産
設
備
り
設
置
、
披
監
は
其
時
事
業

主
掛
か
、
b
事
前
に
於
い
て
、
こ
れ
に
闘
す
る
報
告
を
蛍
該
闘
係
区
域
の

供
給
に
嘗
っ
て
ゐ
る
替
業
的
動
力
供
給
業
者
に
向
っ
て
提
供
す
る
己
と

を
要
す
。
(
第
五
僚
)

利
動
力
供
給
業
者
が
一
定
地
域
に
供
給
を
行
ふ
場
合
に
は
一
般
的
保

件
及
び
一
般
的
料
金
を
公
表
し
、
且
勺
一
此
の
僚
件
に
よ
っ
て
何
人
を
も

避
け
る
こ
と
な
〈
こ
れ
を
其
の
供
給
綱
に
加
入
せ
し
め
て
こ
れ
に
供
給

ナ
ベ
き
義
務
を
有
ナ
。
(
第
六
僚
)

へ
経
済
大
臣
は
又
直
接
に
一
般
的
規
定
及
び
箇
別
的
命
令
を
以
て
、

到
力
供
給
業
者
の
一
般
的
保
件
及
び
一
般
的
料
金
率
に
就
き
、
な
ら
び

に
動
力
受
貰
配
給
業
者
自
動
力
購
入
債
絡
に
就
き
て
、
経
済
的
見
地
に

て
考
慮
し
た
る
決
定
を
興
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
(
第
七
僚
)

ト
経
済
大
臣
は
倒
防
確
保
に
必
要
な
る
限
り
、
各
企
業
の
了
解
量
得

第
四
十
三
谷

第

肢

主.

四
四
九
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調
逸
刷
新
電
力
政
策
に
就
い
で

て
、
既
存
設
備
の
維
持
、
及
び
帯
設
な
ら
び
に
動
力
給
付
に
闘
す
る
規

定
及
び
命
令
を
資
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
此
の
際
に
経
済
的
了
解

の
範
閣
を
超
え
る
限
り
、
経
済
大
臣
の
決
定
を
以
て
賠
償
金
の
支
排
が

行
は
れ
る
(
第
十
三
位
陣
)

三
、
動
力
事
業
法
の
原
理
的
意
義
及
び

数
呆
に
闘
す
る
諸
問
題

づ
ヲ
フ
庁
指
車
岸
川
血
管
V3
議『一

J

ム担
4
i，
E

-
た
る
新
動
力
政
策
の
原
理
的
意
義
、
及
び
主
と
し
て
電
力
闘
係

を
中
心
に
し
た
る
此
の
新
政
策
の
寅
施
上
の
穀
旧
取
に
闘
し
て
、

ウ
イ
ン
ク
ラ

i
所
説
の
要
鞘
を
紹
介
し
ゃ
う
と
思
ふ
。

us
、.、
-

P

R

、丸、
h
B

町

E

U

唱

t
I
H
企

ν
て

抑
と
、
新
動
力
事
業
法
は
現
濁
逸
政
府
が
経
済
的
領
域
全
健

に
封
し
て
岡
家
的
統
制
化
を
企
つ
る
矯
の
基
本
的
経
済
法
の
最

初
の
一
た
る
も
の
と
し
て
、
特
別
の
閥
心
に
値
す
る
も
の
で
あ

る
。
蓋
し
、
此
の
法
律
は
適
と
そ
れ
の
封
象
と
た
り
た
る
事
業

の
性
質
如
何
に
不
拘
、
経
椅
政
策
に
於
け
る
ナ
チ
ス
主
義
的
原

理
賞
現
の
一
般
的
方
式
を
徴
表
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し

て
、
纏
め
て
重
大
友
意
義
を
含
ん
で
ゐ
る
。

枇
舎
民
主
黛
政
権
の
手
に
成
れ
る
往
年
の
電
気
枇
曾
化
法
は

第
四
十
三
を

四
五

O

策

披

一
五
四

終
始
枇
合
同
主
義
的
見
地
か
ら
出
禁
し
て
、
一
義
的
且
つ
明
白
に
、

電
気
事
業
の
関
皆
化
を
企
附
し
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
れ
に

劃
し
て
新
制
動
力
事
業
法
は
、
同
家
自
ら
事
業
の
主
憾
と
な
る

こ
と
な
く
、
経
済
事
業
に
針
す
る
同
家
の
影
響
は
、
徹
頭
徹
尾
、

企
業
家
的
活
動
の
自
由
を
保
障
し
友
が
ら
と
れ
に
上
っ
て
共
同

経
済
的
利
径
を
確
保
す
る
に
は
、
岡
家
と

L
て
如
何
に
底
置
す

べ
告
も
め
び
あ
る
か

q

の
者
感
か
ら
同
期
間
す
寸
き
も
の
ひ
あ
る

と
す
る
見
解
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

新
制
動
力
事
業
法
に
よ
っ
て
闘
家
は
自
ら
動
力
供
給
事
業
の

経
営
主
贈
と
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
た
ほ
叉
動
力
事

業
に
於
け
る
計
劃
経
済
を
企
て
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
動

力
事
業
法
の
目
的
は
、
偏
に
、
動
力
事
業
の
管
理
が
共
同
経
済

的
原
理
の
遵
奉
と
い
ふ
観
離
に
立
。
て
執
行
せ
ら
れ
る
に
至
る

の
を
無
保
件
に
確
保
せ
ん
と
す
る
こ
と
共
の
離
に
存
し
て
ゐ

る
。
此
の
目
的
を
賞
現
す
る
矯
に
、
動
力
事
業
法
は
公
私
動
力

事
業
に
射
す
る
統
一
的
強
力
統
制
に
つ
い
て
の
庚
汎
友
る
諸
権

限
を
経
済
大
臣
の
手
許
に
設
定
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

抑
ξ

、
今
日
ま
で
の
狽
品
迫
電
力
事
業
界
は
大
憶
に
於
い
て
強

Winldcr， 1...， a. a. 0 7) 



力
な
る
園
家
的
作
用
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゐ
て
、
共
の
震
に
各
企

業
の
利
己
的
叫
営
業
政
策
と
割
減
的
有
害
競
争
と
が
行
は
れ
、
こ唱

曲

一工

透
配
電
網
の
合
理
的
聯
絡
を
促
進
す
る
と
と
が
要
求
せ
ら
れ
、
一

れ
を
闘
民
経
済
的
共
同
繁
栄
の
立
揚
か
ら
見
れ
ば
、
既
に
見
た

る
如
き
種
と
た
る
弊
害
、
快
黙
を
包
蔵
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

動
力
事
業
法
は
経
済
大
臣
の
手
許
に
於
け
る
強
力
た
る
監
督
統

制
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
弊
害
を
救
済
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

就
中
、
安
の
二
つ
の
瓢
は
新
動
力
政
策
が
最
も
力
を
ゐ
く
と
こ

;、
j

r

J

h叶
J
1
1
1
d
v
M
M
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司
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防
仙
川
見

地
か
ら
電
力
供
給
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
で
あ
り
、
他
は
電

カ
債
格
の
低
廉
化
を
貫
現
ず
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

第
一
一
の
黙
に
つ
い
て
は
監
督
統
制
の
力
に
よ
っ
て
国
民
経
済
的

共
同
利
盆
を
基
準
に
せ
る
債
格
の
決
定
が
行
は
れ
る
や
う
に

T

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

尤
も
債
下
の
引
下
に
つ
い
て
は
、
動
力
供
給
企
業
の
牧
入
閲

係
か
ら
見
て
も
明
か
友
る
如
く
、
急
激
在
る
強
腰
的
時
党
化
は
経

済
上
に
重
大
友
る
結
果
を
惹
起
す
る
倶
れ
が
あ
る
か
ら
、
乙
れ

濁
品
坦
岡
新
電
力
政
策
に
就
い
て

を
避
け
て
.
漸
進
的
低
下
の
方
策
を
取
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
づ
れ
に
も
せ
よ
、
今
同
の
動
力
事
業
法
は
濁
逸
に
於
け
る

動
力
の
供
給
が
各
種
動
力
生
産
業
者
及
び
受
賞
配
給
業
者
の
個

別
的
利
盆
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
専
ら
園
民
経
済
的
幅
祉
に

立
脚
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
か
ミ
る
要
求
を

満
足
せ
し
む
る
銭
に
、
閥
民
経
済
的
任
務
を
負
へ
る
官
憲
が
専

門
的
智
識
を
具
へ
て
、
厳
正
公
平
た
る
監
督
統
制
の
任
に
賞
た

る
乙
と
に
な
っ
た
の

σ
あ
る
口
し
か
し
、
か
く
の
加
費
煎
た
な

る
任
務
の
完
う
せ
ら
れ
る
が
矯
に
は
、
濁
り
官
憲
の
力
の
み
に

任
や
る
こ
と
な
く
、
各
箇
企
業
の
営
業
者
が
叉
皆
自
己
本
位
の

利
害
樹
立
翻
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
夫
泊
、
共
の
一
分
を
共
同
目
的

の
震
に
貢
献
し
て
、
問
題
の
解
決
に
協
力
す
る
と
こ
ろ
が
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

問
、
結

言

私
は
最
後
に
、
凋
遜
の
新
到
力
政
策
に
閲
す
る
卑
見
の
一
捕
を
感
想

の
形
式
を
以
て
こ
こ
に
附
け
加
へ
て
お
か
う
と
思
ふ
。
但
し
、
動
力
事

業
法
。
基
礎
的
概
念
と
し
て
シ
ヤ
ハ
ト
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
動
力
事

業
非
同
替
主
義
心
主
張
自
慢
の
原
理
的
是
非
に
つ
い
て
議
論
し
宇
う
と
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濁
迩
闘
新
宮
力
政
策
に
就
い
て

す
る
ゅ
で
は
な
い
。
尤
も
、
今
姑
〈
そ
れ
の
原
理
的
是
非
の
議
論
を
別

に
し
て
、
右
の
非
同
組
官
主
義
の
主
張
を
と
り
上
げ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は

現
在
白
濁
亀
政
楳
の
本
質
的
性
特
と
現
在
の
湖
逸
則
政
事
情
と
の
二
円
ノ

の
契
機
に
制
約
さ
れ
て
誠
に
避
け
難
き
必
至
。
蹄
結
で
あ
っ
た
と
思
ふ

た
と
へ
電
力
事
業
の
統
一
的
阿
倍
主
義
は
排
斥

さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
側
逸
電
力
事
業
界
の
現
献
を
同
氏
材
料
済
的
全

般
繁
枇
慌
の
立
場
か
ら
眺
め
た
時
に
、
山
ザ
〈
曹
と
も
新
制
動
力
事
業
法
に
虚

ら
れ
た
る
が
如
告
程
度
叩
闘
機
的
統
制
の
強
化
そ
の
も
の
は
、
到
底
此

り
凝
比
九

O

庁
即
日
町
を
百
一
必
ず
る
ζ

と
が
団
来
な
か
っ
た
-
E
あ
ら
う
。

の
で
あ
る
。
而
し
て
、

し
か
し
、
何
分
に
も
、
現
棋
の
澗
抱
一
電
力
事
業
界
は
、
公
私
大
小
各

締
の
企
業
の
錯
綜
闘
係
を
基
礎
に
し
た
る
資
本
主
義
的
秩
序
の
中
に
立

っ
て
ゐ
る
。
と
れ
に
針
し
て
経
済
大
臣
は
動
力
事
業
法
が
奥
へ
る
と
こ

ろ
の
庚
汎
な
る
権
限
に
立
脚
し
て
闘
民
経
済
的
金
僅
繁
柴
の
基
準
に
迫

合
す
る
監
相
同
続
制
を
加
へ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
来
し
て
、
費
際
上
克

分
に
其
白
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
惟
ふ
に

こ
れ
に
つ
い
て
は
現
淘
逸
政
権
の
有
す
る
強
力
統
制
の
カ
を
以
て
し
で

も
、
猫
且
そ
こ
に
は
容
易
な
ら
ぬ
障
碍
が
件
ふ
の
を
挫
け
る
こ
と
が
出

来
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
ウ
イ
シ
ク
ラ
ー
の
所
設
紹
介
の
中

に
暗
獣
の
聞
に
示
唆
し
お
け
る
と
こ
ろ
の
、
此
の
新
政
策
の
目
的
責
現

の
前
提
僚
件
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
、
如
何
に
貸
践
上
の
大
な
る
困
難

を
負
へ
る
性
質
の
事
柄
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
顧
み
た
だ
け
で
も
、

直
ち
に
首
肯
せ
ら
る
べ
き
推
察
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
、
農
村
及

び
小
工
業
へ
の
動
力
就
中
電
力
供
給
を
特
に
豊
富
且
つ
低
廉
に
し
て
、
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動
力
関
係
の
方
面
か
ら
耐
曾
的
経
済
胸
係
の
調
節
と
生
産
経
済
組
織
の

革
新
的
更
生
と
に
資
盆
す
る
と
い
ふ
新
動
力
政
策
の
中
心
的
課
題
の
一

目
如
何
に
し
て
如
何
な
る
程
度
迄
其
の
貨
現
を
期
す
る
こ
と
が
出
来
る

難
中
の
難
事
な
の
で
は
な
か
ら
う

で
あ
、
b
う
か
。

葦

L
、
こ
の
幕
、

一哨

μ

若
L
、
新
動
力
政
策
が
放
任

J

資
本
主
義
制
に
慕
け
る
諸
弊
害
を
克
服

し
て
、
狗
逸
の
電
力
事
業
界
に
現
存
す
る
と
こ
ろ
の
既
惑
の
如
き
重
要

な
凶
民
解
済
的
諸
問
題
を
満
足
に
解
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
符
た
な
ら

ば
、
乱
(
め
耐
に
け
此
丹
新
政
的
肌

ω、
そ
れ
が
一
オ
に
於
い
て
人
民
め
自

治
酌
工
式
4
自
符
酌
責
任
占
的
統
聞
を
興
へ
句
、
ゐ
る
と

E
に
よ
り
て
電

力
事
業
上
白
経
済
性
の
噌
匙
に
一
一
暦
過
賞
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
だ
け
に
、
其
の
黙
を
以
て
正
し
〈
統
一
的
岡
管
主
義
に
劃
し

て
粧
例
的
に
一
歩
の
長
を
有
す
る
こ
と
を
始
め
て
貨
謹
す
る
こ
と
が
出

来
る
需
で
あ
る
。
果
し
て
全
艇
と
し
て
か
か
る
結
果
を
事
げ
る
こ
止
が

出
来
る
か
ど
う
か
。
誠
に
此
の
獅
亀
岡
新
動
力
政
策
の
貸
胞
は
現
代
資

本
主
義
的
諸
弊
筈
の
克
服
の
努
力
に
闘
し
て
起
こ
る
と
こ
ろ
の
、
重
要

産
業
の
統
一
的
幽
替
原
則
か
は
た
又
共
同
経
済
主
義
的
統
制
原
則
か
の

問
題
に
劃
す
る
一
賛
験
的
事
件
と
し
て
、
其
の
成
行
に
は
吾
人
の
注
目

に
値
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
と
考
へ
る
。
(
一
九
三
六
・
へ
)


